
12．教育訓練給付制度について

 

支給要件の詳細や指定講座の情報は、厚生労働省ホームページや 
ハローワークインターネットサービスでご確認ください。 

　働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に受講費用の一部が支給される雇用保険の給付制度です。対象と
なる教育訓練は、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の３種類があります。
　なお、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練については、受給資格確認前に訓練対応キャリアコンサルトによ
る訓練前キャリアコンサルティングを受けなければ、給付金は受けられませんのでご注意ください。

【支給対象者】受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が３年以上（初めて支給を受けようとする方については、
当分の間、1 年以上）あること、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）
以降、受講開始日までが１年以内であること、受給歴のある方は前回教育訓練給付金受給から今回受講開始日
までに３年以上経過していることなどの一定の要件を満たす雇用保険の被保険者（在職者）又は被保険者であっ
た方（離職者）が厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

【支給額】教育訓練施設に支払った教育訓練経費の２０％に相当する額となります。
　ただし、その額が１０万円を超える場合は１０万円とし、４千円を超えない場合は支給されません。

 
一般教育訓練給付金

 

【支給対象者】受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が３年以上（初めて支給を受けようとする方については、
当分の間、1 年以上）あること、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）
以降、受講開始日までが１年以内であること、前回教育訓練給付金受給から今回受講開始日までに３年以上経
過していることなどの一定の要件を満たす雇用保険の被保険者（在職者）又は被保険者であった方（離職者）
が厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

【支給額】教育訓練施設に支払った教育訓練経費の４０％に相当する額となります。
　ただし、その額が２０万円を超える場合は２０万円とし、４千円を超えない場合は支給されません。

 
特定一般教育訓練給付金

 

【支給対象者】受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が３年以上（初めて支給を受けようとする方については、
当分の間、２年以上）あること、受講開始日時点で被保険者でない方は被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）
以降、受講開始日までが１年以内であること、前回教育訓練給付金受給から今回受講開始日までに３年以上経
過していることなどの一定の要件を満たす雇用保険の被保険者（在職者）又は被保険者であった方（離職者）が、
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

【支給額】
〇教育訓練施設に支払った教育訓練経費の５０％に相当する額となります。ただし、その額が１年間で４０万円

を超える場合の支給額は４０万円（訓練期間は最大で３年間となるため、最大で１２０万円）とし、４千円を
超えない場合は支給されません。

〇専門実践教育訓練の受講を修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講終了日の翌日から１年以内に
被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の２０％に相当する額を
追加して支給します。この場合、すでに支給された訓練経費の５０％と追加給付２０％を合わせた７０％に相
当する額が支給されることとなりますが、その額が１６８万円を超える場合の支給額は１６８万円（訓練期間
が３年の場合、２年の場合は１１２万円、１年の場合は５６万円が上限）とし、４千円を超えない場合は支給
されません。

 
専門実践教育訓練給付金

13．県内ハローワーク（公共職業安定所）の所在地と利用時間
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国道8号線

ＪＲ長浜駅

アルプラザ平和堂 市民体育館前

至敦賀 至米原

市役所

ハローワーク長浜

湖北
合同庁舎

高田町

西中学校
北星高校

モンデクール

交通／JR北陸線 長浜駅下車徒歩 30分

交通／JR琵琶湖線 膳所駅下車徒歩 15分
京阪電車石坂線 石場駅下車徒歩 5分

駅前広場

ＪＲ安曇川駅
至今津 至大津

交通／JR湖西線 安曇川駅下車徒歩 3分

●

●

ＪＲ膳所駅
至京都 至米原

至浜大津 至石山

大津警察署

Oh！me

京阪
膳所駅

京阪
石場駅

滋賀労働
総合庁舎

におの浜
二丁目大津警察署前

各ハローワークの駐車場には限りがありますので、公共交通機関でのご利用をお願いします。
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ハローワーク大津
〒520-0806　大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎1F・2F
☎ 077-522-3773　FAX 077-526-1690

職業相談 41＃、障害のある方の職業相談 42＃部門コード…
職業訓練 43＃、マザーズコーナー 44＃、
雇用保険の受給 11＃

ご利用時間
◆月･水･金 8:30～18:00　◆火･木 8:30～17:15
◆土(第1・3土曜日のみ)10:00～17:00
◆第2･4･5土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）は
　お休みです。

ハローワーク高島
〒520-1214　高島市安曇川町末広4-37
☎ 0740-32-0047　FAX 0740-32-3419

ご利用時間
◆月～金 8:30～17:15
◆土･日･祝･年末年始（12/29～1/3）はお休みです。

ハローワーク長浜
〒526-0032　長浜市南高田町字辻村110
☎ 0749-62-2030　FAX 0749-65-3246

ご利用時間
◆月～金 8:30～17:15
◆土･日･祝･年末年始（12/29～1/3）はお休みです。

※17:15～18:00までと土曜日は職業相談、職業紹介のみとなり、
雇用保険関係の手続き、求人受理、職業訓練の相談・申込み、
その他専門相談は行っておりません。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

